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「臨働」に向けた取り組みに閣するアンケー ト調査

寒川町では 平成 19年1'1日 から寒"pr自 治基本条例を施行し 「町氏と町が閉勁するま

ちづくり」を目指すべさヨ治の基本理念としてます。今回 こ の条例に基均くまら均くりを進

めるうえでのB17r的な課題を把握 し 対lFtを検討するため 日 頃からlF民活動を行っている回

体を対象に ア ンケー ト調査を実施します み なさまのご敵力をお願いします。

なお 今後対策を検討する陳にど協力をお願いする場合がありまえ その際の連絡先として

使用させていただきたいので 団 体4及 び連絡先の記入にご協力をお願いします。

※ このアンタート調査でいう「まらづくりJとは 概ね次のようなことを指します。

t 子 どヽ たちが地41t会にかかわりながら健やかに成長できるまらづくり

0 子 育て環境の軽つたまうづくり

回 歴史と封ヒが思づき歌苦が充実したまちづくり

“)豊 かな自然と快適な生活環境が整った環境共生のまちづくり

0 地 域社会に根ざしたにぎわいと多様性のあるまちづくり

●)保 健と福社の充実したまちうくり

, 産 業が発展し活力のあるまちづくり

0 誰 もが安全で安心して暮らせるまちづくり

(ほ 性>

団lA名及び代表者連絡先 (住所 電 話 メ」け

活動分野 (吉楽 演 劇1舜 輛 文 字 歴 史 ～  安 全 ポ ランティア そ の他)

活動の概要

活動の拠点

く条例の翻知度>

寒川町自治基本粂例が施行されていることを知っていました力、

①知っていた (名称だけ 内 容について少し 内 容も詳しく)

②知らなかつた

く情報取信手段>

団体の活動に必要な四rからの情報は ど のように得ています力、

①広報紙やホーム本―ジ

②公共抵設の掲示物

③上部組級からの伝達竹

④他の団体車からの情報提供

〇情報をまとめて入手できる施設を通じて (施設名

⑥ その他 (



団体の活動に必要な町からの情穀は 十分に伝わつていますか。

①十分伝わつている

②伝わつているが十分ではない

③全く伝わつていない

前田で00の 場合 その主な原因は何だと思います力、

O広報紙やホームベージに戒つていない

②公共施設に岳示されていない

③上部組機からの体逮がない

④他の団体との連絡体制がない

⑤情報をまとめて入手できる施設がない

③その他 (

くまうづくりへの関わり 他との連携>

まちづくりに限らず 他の活動分野の団体等と蓮擁した取り組みがあります"、

Oあ る (内容

②検討したことがある ま たは検討中 (内容

③ない

他の活動分野の団体と情報交換したり 交 流したりする必要性を慰します力、

〇感じる (それはどんな場合ですか

②感じない

団体として町の行事などに参加あるいはご協力いただいたことはありますか。

Oあ る (行事名

②ない

団体の目的以外に まちづくりに関して何か取り組んでいることはありますか

①ある (内容

②ない

団体の活動が 今後まちづくりにおいてどんな形で活かせると思いますか、

(自由形的

くその他>

団体の活動を経続 したり、まちづくりに活用したりするために 行 攻に対して期待するもの

は何ですか、

(自由形式)

その他 日 頃の活動の中■ヨしたことなどありましたらお書きください。

(自由形均


